
河川氾濫の避難情報の発令対象区域 【寝屋川流域】 

 

寝屋川（全流域）の避難情報の発令対象区域 

 区名  区域  （町丁目名） 

旭区 高殿１，２丁目、清水１，２丁目、新森２～６丁目 

都島区 
片町、網島町、中野町、東野田町、都島北通、都島中通、都島本通、都島南

通、内代町、高倉町１，２丁目、御幸町、友渕町２丁目 

鶴見区 全域（鶴見緑地・緑２～４丁目を除く） 

城東区 全域（関目２，４，６丁目を除く） 

中央区 城見、森ノ宮中央１丁目 

東成区 全域 

生野区 
小路、小路東１，２丁目、新今里、巽北、巽中、巽西、巽南３丁目、鶴橋２～５

丁目、中川１～５丁目、中川西、中川東、桃谷３～５丁目、勝山北５丁目 

東住吉区 今林、杭全６～８丁目 

平野区 
加美鞍作１，２丁目、加美正覚寺１，２，４丁目、加美西、加美南１～４丁目、

平野市町、平野北２丁目、平野宮町２丁目 

 

第二寝屋川の避難情報の発令対象区域 

区名 区域 （町丁目名）  

鶴見区 今津北、今津中、今津南、放出東 

中央区 城見、森ノ宮中央１丁目 

城東区 
新喜多東、鴫野西、鴫野東、諏訪、天王田、中浜、永田、放出西、東中浜、

森之宮 

東成区 全域 

 

平野川、平野川分水路の避難情報の発令対象区域 

区名 区域 （町丁目名）  

城東区 諏訪、中浜、永田２～４丁目、東中浜、森之宮 

中央区 森ノ宮中央１丁目 

東成区 全域 

生野区 
小路、小路東１，２丁目、新今里、巽北、巽中、巽西、巽南３丁目、鶴橋２～５

丁目、中川１～５丁目、中川西、中川東、桃谷３～５丁目、勝山北５丁目 

別紙４ 



東住吉区 今林、杭全６～８丁目 

平野区 
加美鞍作１，２丁目、加美正覚寺１，２，４丁目、加美西、加美南１～４丁目、

平野市町、平野北２丁目、平野宮町２丁目 

 

古川の避難情報の発令対象区域 

区名 区域 （町丁目名）  

旭区 清水１，２丁目、新森２～６丁目 

城東区 古市、今福東、今福南３，４丁目 

鶴見区 全域（放出東、今津北、今津中、今津南、鶴見緑地・緑２～４丁目を除く） 

 

 

 

https://www.city.osaka.lg.jp/kikikanrishitsu/page/0000271142.html 
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